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�愛媛県告示第７２２号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１９年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７１９号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２第１項の規定により、次のとおり指定肢体不自由児施設を指定した。

平成１９年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２０号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２第１項の規定により、次のとおり指定重症心身障害児施設を指定した。

平成１９年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２１号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成１９年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

事業者番号
指 定 肢 体 不 自 由 児 施 設 の 設 置 者 指 定 肢 体 不 自 由 児 施 設

指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５１５０００１１ 愛媛県 松山市一番町四丁目４番
地２ 加 戸 守 行 愛媛県立子ども療育セン

ター 東温市田窪２１３５番地 平成１９年
４月１日

事業者番号
指 定 重 症 心 身 障 害 児 施 設 の 設 置 者 指 定 重 症 心 身 障 害 児 施 設

指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５１５０００２９ 愛媛県 松山市一番町四丁目４番
地２ 加 戸 守 行 愛媛県立子ども療育セン

ター 東温市田窪２１３５番地 平成１９年
４月１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１５００１１９ 愛媛県 松山市一番町四丁目４
番地２ 加 戸 守 行 短期入所 愛媛県立子ども療育セ

ンター 東温市田窪２１３５番地 平成１９年
４月１日

○ 漁業免許の内容等の公示…………………………………………………４５２

○ 建設業者の営業の停止命令………………………………………………４５４

正 誤

○ 平成１８年１１月２８日付け第１８１６号監査公表第３５号中……………………４５４

� 目 次 �
告 示

○ 指定肢体不自由児施設の指定……………………………………………４５１

○ 指定重症心身障害児施設の指定…………………………………………４５１

○ 指定障害福祉サービス事業者の指定……………………………………４５１

○ 肥料登録有効期間の更新…………………………………………………４５１

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２５
年４月
９日

愛媛県
第１２１１
号

魚かす
粉末

ナンカ
イ魚粕
粉末７６
０

窒素全
量７．０
りん酸
全量
６．０

公定規
格のと
おり

南海物産株式会
社
愛媛県松山市古
三津二丁目２０番
３８号

平成２５
年４月
９日

愛媛県
第１２１２
号

魚かす
粉末

ナンカ
イ魚粕
粉末８６
０

窒素全
量８．０
りん酸
全量
６．０

公定規
格のと
おり

南海物産株式会
社
愛媛県松山市古
三津二丁目２０番
３８号

毎週（火・金）曜日発行 第１８５１号 平成１９年４月１０日

平成１９年４月１０日火曜日 第１８５１号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第７２３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基づき、

区画漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定める。

平成１９年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、関係地区又は地元地区及

び制限又は条件

� ア 免許番号 伊区第１４号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 西宇和郡伊方町二名津地先

� 漁場の区域

Ａア、アイ、イＢ及びＢＡの４直線によって囲まれ

た区域。ただし、最大低潮時海岸線から５０メートルの

区域を除く。

基点 Ａ 西宇和郡伊方町二名津牛鬼碆

Ｂ 西宇和郡伊方町二名津イケの鼻

点 ア Ａから西宇和郡伊方町明神漁港第１防波堤

北端見通し２００メートルの点

イ Ｂから西宇和郡伊方町明神漁港第３防波堤

突端北端見通し１５０メートルの点

ウ 地元地区 西宇和郡伊方町三崎地区

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示

に従わなければならない。

� ア 免許番号 燧特区第１３７号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 かき養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 今治市宮窪町鵜島北部地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれ

た区域

基点 Ａ 今治市宮窪町鵜島唐崎から海岸沿い西へ２

７０メートルの標識

点 ア Ａから０度１３０メートルの点

イ Ａから０度２４０メートルの点

ウ イから２７０度１２０メートルの点

エ アから２７０度１２０メートルの点

ウ 地元地区 今治市宮窪町

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� ア 免許番号 燧特区第１３８号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業
魚類小割式養殖

業

１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 今治市伯方町北浦小田小坂地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれ

た区域

基点 Ａ 今治市伯方町北浦ワシイワ山頂

点 ア Ａから２７３度６８０メートルの点

イ アから伯方町伊方前浜港築港突端見通し

４００メートルの点

ウ Ａから２７３度１，１２０メートルの点

エ Ａから２８１度７４０メートルの点

ウ 地元地区 今治市伯方町

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� ア 免許番号 燧特区第１３９号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 のり養殖業
９月１日から

翌４月３０日まで

� 漁場の位置 越智郡上島町魚島地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれ

た区域

基点 Ａ 越智郡上島町魚島俵崎

Ｂ 越智郡上島町魚島小崎鼻

点 ア Ａから１０度７００メートルの点

イ Ｂから３７度８５０メートルの点

ウ イから１０度１，０００メートルの点

エ Ａから１０度１，７００メートルの点

ウ 地元地区 越智郡上島町魚島

エ 制限又は条件

� 漁期終了後１５日以内にすべての養殖施設を撤去しなけ

ればならない。

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� ア 免許番号 燧特区第１４０号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 のり養殖業
９月１日から

翌４月３０日まで

� 漁場の位置 越智郡上島町高井神島地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれ

た区域

基点 Ａ 越智郡上島町高井神島宮ノ越鼻

Ｂ 越智郡上島町高井神島東防波堤突端

点 ア Ａから５５度８５０メートルの点

愛 媛 県 報平成１９年４月１０日 第１８５１号
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イ Ｂから８７度６５０メートルの点

ウ イから９０度１，１００メートルの点

エ アから９０度１，１００メートルの点

ウ 地元地区 越智郡上島町魚島

エ 制限又は条件

� 漁期終了後１５日以内にすべての養殖施設を撤去しなけ

ればならない。

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 操業にあたっては水底電線に支障を及ぼしてはならな

い。

� ア 免許番号 燧特区第１４１号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 のり養殖業
９月１日から

翌４月３０日まで

� 漁場の位置 越智郡上島町高井神島地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれ

た区域

基点 Ａ 越智郡上島町高井神島三角落（くずれ）

点 ア Ａから５５度６３０メートルの点

イ Ａから８３度１，５２０メートルの点

ウ イから３４５度３００メートルの点

エ アから３４５度３００メートルの点

ウ 地元地区 越智郡上島町魚島

エ 制限又は条件

� 漁期終了後１５日以内にすべての養殖施設を撤去しなけ

ればならない。

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 操業にあたっては、水底電線に支障を及ぼしてはなら

ない。

� ア 免許番号 伊特区第２５号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 かき養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 松山市怒和島地先

� 漁場の区域

アイ、イオ、オカ及びカアの４直線に囲まれた区域

並びにイウ、ウエ及びエイの３直線に囲まれた区域

基点 Ａ 松山市怒和島伊予崎小島島頂

Ｂ 松山市怒和島宮浦八幡神社鳥居の中央

点 ア Ａから剣崎鼻見通し５０メートルの点

イ Ａから剣崎鼻見通し１５０メートルの点

ウ Ｂから松山市白石（三ツ石）灯台見通し

４３０メートルの点

エ Ｂから松山市白石（三ツ石）灯台見通し

３３０メートルの点

オ Ａから１４４度２１０メートルの点

カ Ａから１７５度１４０メートルの点

ウ 地元地区 松山市元怒和

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� ア 免許番号 伊特区第２６号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業
あわび・わかめ

養殖業

１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 西宇和郡伊方町明神地先

� 漁場の区域

Ａア、アイ、イＢ及びＢＡの４直線によって囲まれ

た区域

基点 Ａ 西宇和郡伊方町明神漁港第２防波堤突端南

端

Ｂ 西宇和郡伊方町明神漁港第３防波堤突端北

端

点 ア Ａから西宇和郡伊方町二名津ウドノロ見通

し１５０メートルの点

イ Ｂから西宇和郡伊方町二名津ウナイ浜の鼻

見通し１５０メートルの点

ウ 地元地区 西宇和郡伊方町三崎地区

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� ア 免許番号 宇特区第３９６号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業
魚類小割式

養殖業

１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 西予市明浜町田之浜地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ及びカアの６直線に

よって囲まれた区域

基点 Ａ 西予市明浜町田之浜西防波堤（旧防波堤）

南側付根から１５０メートルの標識

Ｂ 西予市明浜町田之浜西国道電話線電柱タノ

ハマ１４０１

Ｃ 西予市明浜町タノハマ西成護岸西側標識

点 ア Ａから１４８度２５メートルの点

イ Ａから１４８度１７５メートルの点

ウ Ｂから１４８度２００メートルの点

エ Ｂから１４８度１００メートルの点

オ Ｃから１４８度８０メートルの点

カ Ｃから１４８度３０メートルの点

ウ 地元地区 西予市明浜町

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� ア 免許番号 宇特区第３９７号

イ 免許の内容たるべき事項

愛 媛 県 報平成１９年４月１０日 第１８５１号
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正 誤

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業
魚類小割式

養殖業

１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 西予市明浜町田之浜地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれ

た区域

基点 Ａ 西予市明浜町田之浜東防波堤付根

Ｂ 西予市明浜町田之浜中防波堤付根から３０メ

ートルの標識

点 ア Ａから２１３度９０メートルの点

イ Ａから２１３度２５０メートルの点

ウ Ｂから１９０度３３０メートルの点

エ Ｂから１９０度１７０メートルの点

ウ 地元地区 西予市明浜町

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

２ 免許予定日

平成１９年８月１日

３ 申請期間

平成１９年４月１０日から平成１９年７月１０日まで

４ 存続期間

� 区画漁業権

平成１９年８月１日から平成２６年３月３１日まで

� 特定区画漁業権

平成１９年８月１日から平成２１年３月３１日まで

�正 誤

平成１８年１１月２８日付け第１８１６号監査公表第３５号中

�愛媛県告示第７２４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定に基づき、次のとおり建設業者の営業の停止を命じた。

平成１９年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年 月 日

商 号 又
は 名 称 代表者氏名 主 た る 営 業 所

の 所 在 地
営業の停
止を命じ
た年月日

営業停止を命じ
た建設業の種類

営業の停止を
命じた期間

営 業 の 停 止 を 命 ず る
原 因 と な っ た 事 実

（般－１７）
第１１０７９号

平成１７年
１２月２７日

有限会社
大親工業

大西 正親 松山市吉藤五丁目
７番１７号

平成１９年
３月２９日

土木工事業
とび・土工工事
業
ほ装工事業
水道施設工事業

平成１９年４月１０
日から平成１９年
４月１２日まで
（３日間）

有限会社大親工業は、平成１８
年５月、松山市内のミカン農家
から倉庫の解体工事を請負った
際、当該農家の所有するミカン
畑に産業廃棄物であるコンクリ
ート殻等（約２，５３０キログラム）
を不法投棄したとして、同年１２
月６日、廃棄物処理法違反によ
り代表取締役及び従業員１名が
松山区検察庁に起訴され、同月
８日、松山簡易裁判所により、
それぞれ罰金５０万円の略式命令
を受け、その刑が確定した。

ページ 箇 所 誤 正

１０１１

（監査の結果）
６
（施設共同化資金貸付金償還金）表中
１６年度「滞納繰越分」欄

９，３３２，７７９ ９，３２２，７７９

１０１１ 同表中
１６年度「計」欄 ９，３３２，７７９ ９，３２２，７７９

１０１１ 同表中
差引増減「滞納繰越分」欄 △１０，０００ ０

１０１１ 同表中
差引増減「計」欄 △１０，０００ ０

平成１９年４月１０日 発行
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